
静 県 薬 第 7 8 8 号 

令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日 

 

各地域薬剤師会会長   様 

 

公益社団法人静岡県薬剤師会 

会長 岡 田 国 一 

 

 

賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証利用促進に関する 

オンラインセミナーの開催について（周知依頼） 

 

標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和６年２月７日付け日薬業発第 421 号）

のとおり通知がありましたのでお知らせいたします。 

マイナ保険証の利用促進に向けた積極的な対応の協力依頼につきましては、令和６年２月

９日付け静県薬第 787 号にてお知らせしたところですが、今般、参加用 URL の情報等が示さ

れ、日本保険薬局協会及び日本チェーンドラッグストア協会が共催団体として追加されたと

のことです。 

 つきましては、貴会会員にご周知くださいますようお願い申し上げます。 

 

【実施概要】 

１ 日時：令和６年２月 16 日（金）18:40～19:40 

２ 方法：YouTube ライブ配信（後日アーカイブ配信) 

＜参加用 URL＞ https://youtube.com/live/s8eree5RdwQ?feature=share  

        

 

 

３ 議題：「賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証の利用促進に関するオンラインセ

ミナー」 

・診療報酬改定の内容（賃上げ関係等） 

・マイナ保険証の利用勧奨に取り組む医療機関等への支援金、顔認証付きカードリ

ーダーの増設支援などの支援策等 

４ 出席者：日本薬剤師会会長（冒頭挨拶）、厚生労働省保険局長 等 

 

 

 

担当：静岡県薬剤師会事務局業務スタッフ；鈴木 

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

E-mail：maki@shizuyaku.or.jp 



日 薬 業 発 第 4 2 1 号 

令 和 ６ 年 ２ 月 ７ 日 

 

都 道 府 県 薬 剤 師 会 担 当 役 員  殿  

 

日 本 薬 剤 師 会  

副 会 長  森  昌 平 

 

 

賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証利用促進に関する 

オンラインセミナーの開催について（周知依頼） 

 

 

標記について、厚生労働省保険局医療課ほかより、別添のとおり連絡がありま

したのでお知らせいたします。 

マイナ保険証の利用促進に向けた積極的な対応の協力依頼につきましては、令

和６年２月５日付け日薬業発第 413 号にてお知らせしたところですが、今般、参

加用 URL の情報等が示され、日本保険薬局協会及び日本チェーンドラッグストア

協会が共催団体として追加されました。 

取り急ぎお知らせいたしますので、貴会会員へご周知くださいますようお願い

申し上げます。 

 

 

（参加用 URL） 

・日時：日時：令和６年２月 16 日（金）18:40～19:40 

https://youtube.com/live/s8eree5RdwQ?feature=share 

 

 

（別添） 

賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証利用促進に関するオンライン 

セミナーの開催について（周知依頼） 

（令和６年２月７日付け事務連絡、厚生労働省保険局医療課） 

 

 

shizuyaku
写



 

事 務 連 絡 

令 和 ６ 年 ２ 月 ７ 日 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本保険薬局協会         御中 

一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会  

 

厚生労働省保険局医療課 

厚生労働省保険局医療介護連携政策課 

 

賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証利用促進に関する 

オンラインセミナーの開催について（周知依頼） 

 

日頃より、貴会におかれましては、医療保険行政の推進、マイナ保険証の利用

促進にご協力いただき、厚く御礼を申し上げます。 

 

賃上げ等に関する診療報酬改定、マイナ保険証の利用促進等に関し、次の目的

から、下記のとおり「賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証オンライン

セミナー」を開催いたしますので、貴会におかれましては、会員の皆様への周知

にご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

＜目的＞ 

①医療界の賃上げ・人材確保へといった喫緊の課題への対応のため、令和６年度

診療報酬改定において、賃上げを実現するために必要な水準の改定率を確保

したところ、中央社会保険医療協議会（中医協）での議論を踏まえた賃上げ等

に関する改定内容を詳細に説明し、各医療機関・薬局において積極的に現場で

働く方々の賃上げ等に取り組んでいただく。 

②マイナ保険証は医療の質の向上や医療現場の負担軽減といった様々なメリッ

トがあるが、こうしたメリットをより多くの国民の方々に実感いただき、実際

にマイナ保険証を使っていただくためには、厚生労働省と関係団体等が協力

して、普及促進に取り組むことが重要。マイナ保険証の利用促進に向けた医療

機関等への支援金やカードリーダーの増設支援等について、その要件等を詳

細に説明し、各医療機関・薬局に積極的に活用いただく。 

 

 

記 

 

１． 日時：令和６年２月 16 日（金）18:40～19:40 

２． 開催方法： YouTube ライブ配信 （後日アーカイブ配信） 

＜参加用 URL＞ 

https://youtube.com/live/s8eree5RdwQ?feature=share 

   
 



 

 

３． 議題：「賃上げ等に関する診療報酬改定＆マイナ保険証の利用促進に関

するオンラインセミナー」 

  ・診療報酬改定の内容（賃上げ関係等） 

・マイナ保険証の利用勧奨に取り組む医療機関等への支援金、顔認証付き

カードリーダーの増設支援などの支援策等 

などについて詳しくご説明いたします。 

 

４．出席者： 

・日本薬剤師会会長（冒頭挨拶） 

・厚生労働省保険局長           等 

 

 


